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○ 第 33 次地方制度調査会「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実

現に向けた対応方策に関する答申」（抄） 

第４ 立候補環境の整備 

 勤労者の地方議員への立候補に関しては、労働基準法第７条の規定により、

法定の選挙運動期間中の選挙運動のために必要な時間を請求した場合は、使用

者はこれを拒んではならないとされている。一方で、選挙運動のための時間が

与えられた場合に、それが休暇として取り扱われるか等については、各企業の

判断に委ねられている。また、必要な時間が著しく長期にわたる場合に、解雇や

配置転換等の不利益取扱いをすることまで禁止されているとは解されていない。 

 さらに勤労者が立候補しやすい環境を整備するため、法制度として、立候補

に伴う休暇の規定を設けることや、休暇を取得したことを理由とした不利益取

扱いを禁止すること等は、個々の企業の事情に関わらず勤労者の立候補を促進

するものとして、有効な方策の一つと考えられる。 

 一方で、法制度として一律に設けることとする場合、事業主負担をどのよう

に考えるかという課題や、立候補に伴う休暇や不利益取扱いの禁止は参政権の

行使に関わる問題であることから、地方議会議員選挙のみを対象とし、国会議

員選挙や長の選挙に先行させることについてどう考えるかという課題がある。 

 また、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少下における人材確保

の必要性等を背景として、副業や兼業が増加傾向にある。議員に当選した後に

おいても、引き続き企業に勤務しながら議員活動を行うことも考えられるとこ

ろ、副業・兼業は各企業の就業規則において、これを認める取扱いとすることが

可能である。 

 これらを踏まえると、法制化については、上記の課題について引き続き検討

することとしつつ、まずは、各企業の状況に応じた自主的な取組として、就業規

則において、立候補に伴う休暇制度を設けることや、議員との副業・兼業を可能

とすること等について、各企業に要請していくことを検討すべきである。 

 なお、公務員の立候補制限や議員との兼職禁止の緩和については、行政の中

立性・公平性等の要請にも配慮しつつ、引き続き検討する必要がある。 

○ 地方自治法の一部を改正する法律（令和４年法律第 101 号）（抄）

附 則 

 （政府の措置等） 

第六条 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてそ

の雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の

議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定

めることその他の自主的な取組を促すものとする。 

２ （略） 
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就業規則の規定例 

就業規則において、立候補に伴う休暇制度や、立候補した勤労者に対し

不利益な取扱いをしない旨を規定する場合は、以下のような規定例が考え

られる。また、就業規則において、副業・兼業を可能とする場合の規定例

は、モデル就業規則（令和４年１１月厚生労働省労働基準局監督課）にお

いて示されている。 

●就業規則の規定例

（立候補休暇）

第○条 労働者が、地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者とな

 った場合には、選挙運動の期間につき、選挙運動のために必要な日数の

　 休暇を与える。 

 ２ 前項の休暇の期間は、無給/通常の賃金を支払うこととする。 

（不利益取扱いの禁止） 

第○条 労働者が、地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者とな

ったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしない。 

●モデル就業規則（令和４年１１月厚生労働省労働基準局監督課）

（副業・兼業）

第７０条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事する

ことができる。 

２ 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該

労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当す

る場合には、これを禁止又は制限することができる。 

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある

場合 

④ 競業により、企業の利益を害する場合
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地方議会に関する地方自治法改正を踏まえた 
多様な人材が参画するための環境整備等に関する決議 

 
昨年４月、三議長会が国に要請を行ってきた改正地方自治法が成立し、 

○議会は、住民が選挙した議員をもって組織されること 

〇議会は、議決により地方公共団体の重要な意思を決定すること 

〇議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行うこと 

が明文化された。 

 地方議会は、投票率の低下や無投票当選の増加、議員の性別や年齢構成

の偏りなどの課題を抱えており、この法改正を踏まえて、議会とは何かを

住民にしっかり理解いただき、女性や若者など多様な人材の議会への参画

を一層進めていくことが必要である。 

本会は、昨年11月、女性や若手の正副議長などをメンバーとする懇談会

を設置し、多様な人材が輝く議会の実現に向けて検討を行い、本年３月、

「17の提言」を受けた。 

 提言では、議会への関心を高めるためには、主権者教育の推進、ＳＮＳ

の積極的な活用など広聴・広報の充実、開かれた議会の実現等に取り組ん

でいくことが重要とされた。 

 さらに、多様な人材が働きやすい議会にするためには、議会のデジタル

化の推進、育児・介護等と議員活動の両立支援、ハラスメント防止対策の

実施などが提言された。 

 加えて、多様な人材が立候補しやすくするためには、地域の経済団体に

立候補に伴う休暇制度を設けるよう働きかけを行うことや、都道府県議会

等に関する選挙制度の改革、地方議会議員の厚生年金などの社会保障への

加入について国へ要請を行っていくこと等が提言された。 

この提言や、昨年７月18日に採択した創立100周年宣言等を踏まえ、各議

会は更なる改革に努め議会の活性化を図るとともに、三議長会で連携し、

主権者教育の一層の推進、法改正事項に係る国への要請活動などに取り組

む必要がある。 

特に、厚生年金については、近年、週所定労働時間が20時間以上などの

要件を満たす短時間労働者にも適用拡大が進んでおり、既に地方公共団体

では、同要件を満たす会計年度任用職員が加入している。去る６月には、

勤労者皆保険の実現のため、企業規模要件の撤廃を始め短時間労働者への

被用者保険の適用拡大の徹底等について結論を得ることが閣議決定され

るなど、政府では更なる適用拡大を進めることが検討されている。 

会社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けること

ができ、家族の将来や老後の生活を心配することなく議員に立候補するた

めには、早急に検討していかなければならない課題となっている。 

 人口減少や高齢化など社会を取り巻く環境が更に厳しさを増す中、住民

自治の根幹をなす地方議会として、多くの住民の声を集約し、多様な人材

が参画するための環境整備等を図るため、特に重要な次の事項について、
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早急に実現するよう強く求める。 

 

１ 議会に対する関心を高め、理解を深める主権者教育を一層推進すること。

推進に当たっては、議会自らが主体的に行う、いわゆる出前講座や模擬

議会など主権者教育の取組に対する支援を講ずること。 

 

２ 議会のデジタル化への取組について技術的・財政的に支援を行うこと。 

 

３ オンラインによる本会議への出席については、第33次地方制度調査会

答申で指摘された課題について検証と検討を行い、その実現に向けて所

要の措置を講ずること。 

 

４ 立候補に伴う企業等による休暇を保障し、不利益な取扱いを禁止する

ための必要な法改正を行うとともに、厚生年金の適用拡大が進んでいる

状況を踏まえ、厚生年金への地方議会議員の加入を実現すること。 

 

５ 都道府県議会議員の選挙区設定において、現行制度上、基本的に設定

できない市と市の合区について地域の実情に応じてできるようにする

とともに、人口が少ない地域の議員定数の確保策について検討を行うこ

と。 

 

６ 議長への議会招集権の付与、予算修正権の制約の見直しなど、更なる

議会制度改革を行うこと。 

 

 以上、決議する。 

 

令和６年７月24日 

 

全国都道府県議会議長会 
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